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高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総長今崎幸彦

給与簿等の取扱いについて（通達）

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（一般職の職員の給与に関する法律

（昭和25年法律第95号）第22条（国家公務員の育児休業等に関する法律（平

成3年法律第109号。以下「育児休業法」 という。 ）第24条の規定により読み

替えて適用する場合を含む。 ）の規定の適用を受ける職員を除く。以下「一般職員」

という。 ）の給与簿等の取扱いについては，次に掲げる人事院規則等の定めるとこ

ろによるほか，下記により取り扱ってください。

なお，裁判官及び裁判官の秘書官の職員別給与簿，基準給与簿及び給与支給明細

書の取扱いについては，一般職員の例によってください｡

1 人事院規則9－5 （給与簿） （以下「規員|｣」 という。 ）

2 昭和60年12月21日付け給実甲第576号人事院事務総長通知「給与簿等

の取扱いについて」 （以下「給実甲第576号」 という。 ） （記第7及び記第9

の第1項から第4項までの定めを除く。 ）

記

第1 総則

1 規則の規定中，最高裁判所と読み替えられる各庁の長の権限又は所掌事務と



●

されている事項は，次に掲げる職員の区分に応じて， それぞれ次に定める裁判

所に委任する。

(1) 高等裁判所（支部を含む。 ）に勤務する一般職員高等裁判所

（2） 地方裁判所（支部を含む。 ）並びにぞの管内にある簡易裁判所及び検察審

査会に勤務する一般職員地方裁判所

（3） 家庭裁判所（支部を含む。 ）に勤務する一般職員家庭裁判所

2規則の規定及び給実甲第576号の定め中「特殊勤務手当」 とあるのは，裁

判所職員に対する特別警備手当の支給に関する規程（昭和27年最高裁判所規

程第16号）に規定する特別警備手当を含むものとする6

第2 出勤簿等

1 出勤簿

出勤簿には，給実甲第576号記第2の第2項に定めるもののほか，次の事

項を記入する。ただし，一般職員が定時までに出勤したことを証するために必

要な記録は， 2に定める登庁簿により行うものとする。

(1) 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）第2条第

1項第6号に規定する出張

（2） 国家公務員法（昭和22年法律第120号）第79条の規定による休職

（3） 国家公務員法第82条の規定による停職

（4） 育児休業法第3条の規定による育児休業

（5） 育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第2

2条の規定による短時間勤務

（6） 国家公務員法第108条の6第1項ただし書に規定する許可の有効期間

（7） 人事院規則10－4 （職員の保健及び安全保持） （以下「規則10-4」

という。 ）第21条の2第1項に規定する総合健診

（8） 規則10－4第24条の3第1項に規定する特定保健指導

（9） 人事院規則10－7 （女子職員及び年少職員の健康，安全及び福祉）（以



下「規則10－7」 という。 ）第5条の規定による妊産婦である女子職員の

保健指導及び健康診査

(10規則10-7第7条の規定による妊娠中の女子職員の通勤緩和

⑪人事院規則10－6 （職員のレクリエーションの根本基準）第5条の規定

によるレクリエーション行事への参加

02）国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成19年法律第45号）第

2条第5項に規定する自己啓発等休業

（13） 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成25年法律第78号）第

2条第4項に規定する配偶者同行休業

2 登庁簿

（1） 一般職員が定時までに出勤したことを証するために，登庁簿を備え置く。

（2）登庁簿は，勤務時間管理員がこれを管理する。

（3） 一般職員は，定時までに出勤したときは，登庁簿に定時までに出勤したこ

とを適宜の方法で記録する。

3 欠勤簿

(1) 平成28年3月25日付け最高裁人能第285号事務総長通達「裁判官及

び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について」記第3の6の(2)

に定める割振り権者（以下「割振り権者｣~という。 ）は，一般職員が欠勤し

た場合には，欠勤簿を作成する。

（2） 欠勤簿には，勤務時間管理員が欠勤した者の氏名，欠勤の期間及び時間数

並びにその他参考となる事項を記入し，割振り権者が確認し，その旨を示す。

第3給与支給明細書

1 給与支給明細書の作成は，最高裁判所事務総局人事局長(以下「人事局長」

という。 ）が定める方法により電磁的記録（人事関係規則で定める手続におけ

る情報通信技術の利用に関する規則（令和2年最高裁判所規則第3号。以下「

情報通信技術利用規則」 という。 ）第3条に規定する電磁的記録をいう。以下



同じ。 ）により行うことができるものとする。

2 給与支給明細書の交付は，人事局長が定める電子情報処理組織（情報通信技

術利用規則第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。 ）を使用して人

事局長が定める方法により行うことができるものとする。

第4 振込みに係る文書

規則第13条の2第2項に規定する振込みに係る文書の作成又は保管は，人事

局長が定める方法により電磁的記録により行うことができるものとする。

第5 給与簿等の取扱いの特例

記第1の1に定める裁判所又はその委任を受けた者は，給与計算に関する事務

の必要上，給与簿等の取扱いについてこの通達によることが困難な場合には， あ

らかじめ最高裁判所事務総長の承認を得て， この通達と異なる定めをすることが

できる。

第6 その他

この通達に定めるもののほか，出勤簿，登庁簿，欠勤簿及び勤務時間報告書に

関し必要な事項は，人事局長が定める。

付記

この通達は，平成28年6月1日から実施する。

付記（平成28年12月22日付け人総第2173号）

この通達は，平成29年1月1日から実施する。

付記（平成29年6月5日付け人総第1063号）

1 この通達中記1及び記2の定めは平成29年3月21日から，記3及び記4の

定めは同年4月1日から適用する。

2 この通達の実施の際，従前の別紙様式第1及び別紙様式第2の様式による用紙

が残存する場合には， 当分の間， これを使用して差し支えない。

ノ

付記（平成30年3月23日付け人総第310号）

この通達は，平成30年4月1日から実施する。



付記（平成30年12月13日付け人総第2722号）

1 この通達は, 、平成30年12月13日から実施する。

2 この通達の実施の際，従前の別紙様式第1の様式による用紙が残存する場合に

は， 当分の間， これを使用して差し支えない。 この場合において，源泉控除対象

配偶者は「控除対象配偶者」欄に，配偶者控除額又は配偶者特別控除額は「配偶

者特別控除額」に対応する「金額」欄に記入する。

付記（令和2年3月17日付け人総第1382号）

この通達は，令和2年4月1日から実施する。

付記（令和2年12月15日付け人総第5260号）

この通達は令和2年12月15日から実施する。

付記（令和3年3月22日付け人総第1 199号）

この通達は，令和3年4月1日から実施する。

付記（令和3年8月30日付け人総第3698号）

1 この通達は，令和3年9月1日から実施する。

2 この通達の実施の際，現に作成されている職員別給与簿へのこの通達の実施の

日以後の各給与期間に係る記録は， この通達による改正前の平成28年5月30

日付け最高裁人総第1 14号事務総長通達「給与簿等の取扱いについて」の定め

にかかわらず， この通達による改正後の平成28年5月30日付け最高裁人総第

1 14号事務総長通達「給与簿等の取扱いについて」において定めるところによ

ることとされる昭和60年12月21日付け給実甲第576号人事院事務総長通

知「給与簿等の取扱いについて」の定めによる。


